
                                                                                                                             

 

 

 

 
 

県庁の代表電話等に「手話リンク」を導入します 
 

県では、一般財団法人日本財団電話リレーサービスが提供する「手話リンク」
を県庁の代表電話や各出先機関に導入します。 

「手話リンク」を導入することで、きこえない・きこえにくい人が、パソコン
やスマートフォン等を利用し、県庁等に手話で電話をかけることが可能となり
ます。 

手話リンクは電話をかける側の事前登録や利用料は不要で、通信料のみで利
用ができます。 

 

１．導入日 

  令和８年４月２日（木） 

 

２．導入先 

  県庁 

保健福祉環境事務所や県税事務所などの各出先機関（１４６か所） 

 

３．手話リンクとは 

  きこえない・きこえにくい人が通訳オペレータを介して手話で電話をかけられるサー

ビスです。県ホームページ上の専用リンクをクリックすることで、県庁代表電話や各出

先機関の電話番号に電話ができます。 

 

４．利用方法 

（１） 県ホームページ上の「手話で電話をする」という箇所をクリックし、利用方法と

重要事項説明を確認のうえ、「重要事項に同意し、次に進む」ことで利用できます。 

（２） 通訳オペレータに切り替わったら、カメラに向かって手話で問合せ内容をお伝え

ください。オペレータが各電話番号につなぎ、問合せ内容を職員に音声で伝え、職

員からの応答を利用者に手話で伝えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

障がい福祉課 

担当者：今村、木村 

直 通：092-643-3264 

内 線：3261 

令和８年３月２７日 

県ホームページイメージ 

ここをクリック 



５．注意事項 

（１） 通訳オペレータは、通話内容をそのまま通訳して相手に伝えます。通訳オペレー

タが代わりに質問したり、交渉したり、調整したりすることはできません。 

（２） 「手話リンク」は発信専用です。県から手話で折り返すことはできません。手話

での折り返しを希望される場合は、ご自身で電話リレーサービス※に登録いただく必

要があります。 

※ 電話リレーサービスの詳細は、一般財団法人日本財団電話リレーサービスの

ホームページ（https://www.nftrs.or.jp/）をご参照ください。 

＜電話ﾘﾚｰｻｰﾋﾞｽ HP＞ 




